
《担当》《担当》《担当》《担当》

地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて

事業等

（注1）

経営継承・発展等支援事業、集落営農活性化プロジェクト促進事業、

新規就農者育成総合対策（経営開始資金、経営発展支援事業）、農業

経営基盤強化資金利子助成金等交付事業（スーパーＬ資金金利負担軽

減措置）、農業信用保証保険支援総合事業（農業経営承継保証保険支

援事業、農業近代化信金保証料助成金交付事業）、農地集積・集約化

等対策事業、農業競争力強化農地整備事業、農山漁村振興交付金、農

地利用効率化等支援交付金、持続的生産強化対策事業、鳥獣被害防止

総合対策交付金、農地売買等支援事業、農林水産統計調査　等

関係機関

（注2）

国、都道府県、市町村、農業委員会、農業協同組合、農業協同組合連

合会、農業再生協議会、農業委員会ネットワーク機構、農業共済組合

連合会、土地改良区、農業共済組合、農業経営基盤強化資金（スー

パーＬ資金）の融資機関、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事

業及び担い手経営発展支援金融対策事業の事業実施主体、農地中間管

理機構

　山口市は、地域計画推進事業の実施に際して得た個人情報について、「個人情報の

保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」及び関係法令の規定に基づき、適正

に管理し、本事業の実施のために利用します。

　また、山口市は、本事業による地域の話合い及び関係者への意見聴取並びに国への

報告で利用するほか、次の事業等（注１）に係る交付金の交付や統計調査に利用する

とともに、これらの事業等の実施のために、次の関係機関（注２）に必要最小限の情

報を提供する場合があります。

地域計画内の農地で利用権設定を行う場合、耕作者の方は地域計画の「農業を担う

者」として位置付けられます。「農業を担う者」への位置づけにあたり、以下の個

人情報の取扱いについて御確認いただき、内容に同意されない場合は、下記担当ま

で御連絡ください。

山口市農業振興課農業振興担当

TEL ：083-934-2891
FAX：083-934-2651
E-mail:n-shinkou@city.yamaguchi.lg.jp


